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禁止措置の解除を申請する書面の記載事項から性別を削除する。 

（第 29 条の４） 

 

（４） 「協会員の内部管理責任者等に関する規則」の一部改正 

営業責任者等配置禁止措置者の名簿の記載事項から性別を削除する。 

（第 20 条） 

 

 

３．施行の時期 

この改正は、令和４年９月 26 日から施行する。 

※ 本改正は、その内容が投資者・発行会社等に対して影響を及ぼすものではないと考えら

れることから、パブリックコメント手続は実施しない。 

 

 

○ 本件に関するお問い合わせ先 

日本証券業協会 資格管理部 （TEL 03-6665-6779） 

 

以  上 







３ 

「『協会員の外務員の資格、登録等に関する規則』に関する細則」の一部改正について 

令 和 ４ 年 ９ 月 20 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

（登録原簿の記載事項） （登録原簿の記載事項） 

第 ３ 条 規則第３条第１項に規定する細則で

定める事項は、次に掲げるものとする。 

第 ３ 条 規則第３条第１項に規定する細則で

定める事項は、次に掲げるものとする。 

１    （ 現行どおり ） １    （ 省   略 ） 

２ 外務員についての次に掲げる事項 ２ 外務員についての次に掲げる事項 

イ 氏名、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭

和 42 年政令第 292 号）第 30 条の 13 に規

定する旧氏をいう。以下同じ。）及び名（旧

氏の登録を受けようとする場合に限る。）、

生年月日並びに識別番号 

イ 氏名、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭

和 42 年政令第 292 号）第 30 条の 13 に規

定する旧氏をいう。以下同じ。）及び名（旧

氏の登録を受けようとする場合に限る。）、

生年月日、性別並びに識別番号 

ロ～ヘ （ 現行どおり ） ロ～ヘ （ 省   略 ） 

（外務員の職務禁止措置の解除の申請に係る記

載事項） 

（外務員の職務禁止措置の解除の申請に係る記

載事項） 

第 ４ 条 規則第６条の４に規定する細則で定

める事項は、次に掲げるものとする。 

第 ４ 条 規則第６条の４に規定する細則で定

める事項は、次に掲げるものとする。 

１    （ 現行どおり ） １    （ 省   略 ） 

２ 解除の申請に係る外務員の職務禁止措置

者（規則第６条第２項に規定する外務員の職

務禁止措置者をいう。）についての次に掲げ

る事項 

２ 解除の申請に係る外務員の職務禁止措置

者（規則第６条第２項に規定する外務員の職

務禁止措置者をいう。）についての次に掲げ

る事項 

イ 氏名及び生年月日 イ 氏名、生年月日及び性別

ロ～ニ （ 現行どおり ） ロ～ニ （ 省 略 ） 

付   則 

この改正は、令和４年９月 26 日から施行す

る。 



４ 

 

「協会員の従業員に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ４ 年 ９ 月 20 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

（不都合行為者名簿） （不都合行為者名簿） 

第 13 条 本協会は、第 12 条第１項の規定によ

り本協会が不都合行為者として取り扱うこと

を決定した者の名簿（以下「不都合行為者名簿」

という。）を備え、当該不都合行為者名簿にそ

れらの者の氏名、生年月日、当該者を不都合行

為者として取り扱う原因となった事故の内容、

一級不都合行為者又は二級不都合行為者の別

及び不都合行為者としての取扱いの決定の日

その他必要と認める事項を記載する。 

第 13 条 本協会は、第 12 条第１項の規定によ

り本協会が不都合行為者として取り扱うこと

を決定した者の名簿（以下「不都合行為者名簿」

という。）を備え、当該不都合行為者名簿にそ

れらの者の氏名、性別、生年月日、当該者を不

都合行為者として取り扱う原因となった事故

の内容、一級不都合行為者又は二級不都合行為

者の別及び不都合行為者としての取扱いの決

定の日その他必要と認める事項を記載する。 

  

付   則  

この改正は、令和４年９月 26 日から施行す

る。 

 

  

 

  



５ 

「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正について 

令 和 ４ 年 ９ 月 20 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

（外務員の職務禁止措置者の名簿） （外務員の職務禁止措置者の名簿） 

第 29 条の３ 本協会は、外務員の職務禁止措

置者の氏名、生年月日、当該外務員の職務禁止

措置者に係る外務員の職務禁止措置を講ずる

原因となった行為の内容、当該外務員の職務禁

止措置の内容及び当該外務員の職務禁止措置

の決定日その他必要と認める事項を外務員の

職務禁止措置者名簿（外務員規則第６条の３に

規定する名簿をいう。以下同じ。）に記載する。 

第 29 条の３ 本協会は、外務員の職務禁止措

置者の氏名、性別、生年月日、当該外務員の職

務禁止措置者に係る外務員の職務禁止措置を

講ずる原因となった行為の内容、当該外務員の

職務禁止措置の内容及び当該外務員の職務禁

止措置の決定日その他必要と認める事項を外

務員の職務禁止措置者名簿（外務員規則第６条

の３に規定する名簿をいう。以下同じ。）に記

載する。 

（外務員の職務禁止措置の解除の申請） （外務員の職務禁止措置の解除の申請） 

第 29 条の４ 協会員は、外務員の職務禁止措

置者について、改悛の情があることが明らかで

ある場合又は当該外務員の職務禁止措置者に

係る外務員の職務禁止措置を講ずる原因とな

った行為の内容に関する新たな事実が判明し

た場合その他特段の事情がある場合で、当該外

務員の職務禁止措置を解除することが適当と

認めたときは、次に掲げる事項を記載した書面

を提出することにより、当該外務員の職務禁止

措置の解除を申請することができる。 

第 29 条の４ 協会員は、外務員の職務禁止措

置者について、改悛の情があることが明らかで

ある場合又は当該外務員の職務禁止措置者に

係る外務員の職務禁止措置を講ずる原因とな

った行為の内容に関する新たな事実が判明し

た場合その他特段の事情がある場合で、当該外

務員の職務禁止措置を解除することが適当と

認めたときは、次に掲げる事項を記載した書面

を提出することにより、当該外務員の職務禁止

措置の解除を申請することができる。 

１    （ 現行どおり ） １    （ 省   略 ） 

２ 解除の申請に係る外務員の職務禁止措置

者についての次に掲げる事項 

２ 解除の申請に係る外務員についての次に

掲げる事項 

イ 氏名及び生年月日 イ 氏名、生年月日及び性別

ロ～ニ （ 現行どおり ） ロ～ニ （ 省 略 ） 

付   則 

この改正は、令和４年９月 26 日から施行す



６ 

る。 



７ 

 

「協会員の内部管理責任者等に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ４ 年 ９ 月 20 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

（営業責任者等配置禁止措置者名簿） （営業責任者等配置禁止措置者名簿） 

第 20 条 本協会は、営業責任者等配置禁止措

置者の名簿（以下「営業責任者等配置禁止措置

者名簿」という。）を備え、当該営業責任者等

配置禁止措置者名簿に営業責任者等配置禁止

措置者の氏名、生年月日、当該営業責任者等配

置禁止措置者に係る営業責任者等配置禁止措

置を行う原因となった行為の内容、当該営業責

任者等配置禁止措置の内容及び当該営業責任

者等配置禁止措置の決定日その他必要と認め

る事項を記載する。 

第 20 条 本協会は、営業責任者等配置禁止措

置者の名簿（以下「営業責任者等配置禁止措置

者名簿」という。）を備え、当該営業責任者等

配置禁止措置者名簿に営業責任者等配置禁止

措置者の氏名、性別、生年月日、当該営業責任

者等配置禁止措置者に係る営業責任者等配置

禁止措置を行う原因となった行為の内容、当該

営業責任者等配置禁止措置の内容及び当該営

業責任者等配置禁止措置の決定日その他必要

と認める事項を記載する。 

  

付   則  

この改正は、令和４年９月 26 日から施行す

る。 

 

  

 

 


